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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が、当社の長期的安定成長とステークホルダーの利益増大に不可欠な重要要素であると考えておりま
す。

当社におけるガバナンスの強化の最重要課題は、「内部統制システムの構築」と「ディスクロージャー制度の充実」の2点であると認識しておりま
す。

内部統制システムの構築により多角的に業務執行を牽制・監査し、適法かつ透明性の高い経営を行う一方で、各種情報開示を積極的に行い、ス
テークホルダーと高い信頼関係を築いていくことが、企業の経営効率・利益の向上及び社会的責任の全うへと繋がっていくと考えるからでありま
す。

具体的には、下記の施策に特に注力しております。

【内部統制システムの構築】

　当社では、PDCA（Plan　Do　Check　Action）を意識し、「 業務執行の有効性・効率性を高めるための組織作り」「内部監査体制の充実」に焦点を

あてた施策を実施しております。

　（1）　有効性・効率性を高めるための組織作り

　　　 独立性のある取締役を中心とした横断的組織であるコンプライアンス・リスクマネジメントチームを設置。

　　　 当チームは内部統制システムの整備・構築状況について、有効性・効率性の観点を含めた多角的な検討を行い内部統制整備推進チ

　　　 ームならびに関係部署への提言を行うほか、社員の内部統制に関する意識を高めるなどの社内環境整備活動を通じ、内部統制の強

　　　 化・徹底を図る。

　（2）　内部監査体制の充実

　　　　ア）　四重の監査体制の確立　（組織図参照）

　　　　　　　・　営業支援室が、主として店舗運営・管理に関する監査を実施。

　　　　　　　・　内部監査室が、店舗を含めた執行組織全般の監査を実施。

　　　　　　　・　コンプライアンス・リスクマネジメントチームが、内部統制システムの整備・運用状況について有効性・効率性の観点から改善

　　　　　　　 　策を提案。

　　　　　　　・　監査役が、取締役会の業務執行の適法性・妥当性の監査を実施。

　　　　　　　　以上の四重の監査に加えて、会計監査人が会計監査を実施。

　　　　イ）　多角的な店舗監査

　　　　　　　全国各地に所在する店舗に対する監査の実効性を確保するため、内部監査室による店舗の巡回を含めた監査に加えて、「営業

　　　　　　　支援室」による常時巡回監査を実施。

　　　　　　　法令順守と安全管理を徹底。

【ディスクロージャー制度の充実】

　（1）　月次ベースでの売上開示及びアナリストやファンドマネージャーに対する説明会・ミーティングを実施。

　（2）　開示資料のホームページへの即時掲載、株主総会の土曜開催、株主懇談会や個人説明会を実施。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２（４）】　議決権電子行使プラットフォームの利用等、招集通知の英訳

当社では現状、招集通知の３週間前発送等の対応を行っておりますが、議決権行使の電子化、議決権行使プラットフォームの利用や株主総会招
集通知の英訳等は行っておりません。株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続き・費用等を勘案し、引き続き検討してまい
ります。

【補充原則４－１（２）】　中期経営計画の公表

当社においては、株主様とのコミットメントとして、中期経営計画の公表は行っておりません。当社の収益モデルは、固定費の変動が少なく、売上
高の変動が収支へ与える影響が大きい特性がある一方で、売上高は景気動向や天候の影響を大きく受ける傾向があることから、中期経営計画
による売上高・収支の確度を上げることが難しいため、中期経営計画による株主様に対するコミットメントを行うことは適切でないと考えているから
であります。当社では、四半期毎の業績計画を公表した上で、月次決算の開示を行い、常に計画差との分析を公表することで株主様への説明責
任を果たすとともに、かかる分析に基づいた施策の検討を行っております。

【補充原則４－１（３）】　後継者計画の策定・運用



当社では、代表取締役を含む取締役の選解任について手続きの客観性・適時性・透明性を高めるために、指名諮問委員会の答申・意見を参考に
審議を行い決定する体制としておりますが、現状最高経営責任者の後継者計画やその方針については、具体的に定めておりません。今後、後継
者計画への取締役会の関与体制含め、慎重に検討して参ります。

【補充原則４－２ （１）】　業績連動性報酬や自社株報酬制度

当社では、各役員が蓄積してきた資質による経営への貢献を重視してきたことから、経営陣の報酬について、金銭による固定額報酬を基本として
参りました。今般、当社経営状況、報酬制度の動向、社会的要請などを鑑み、退職慰労金制度を廃止するとともにストックオプション制度を導入い
たしましたが、引き続き報酬制度における業績連動報酬の適切な割合や自社株報酬について報酬諮問委員会の意見を参考としつつ、検討して参
ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】　いわゆる政策保有株式

当社では、いわゆる政策保有株式としての上場株式を保有しないことを原則としており、現在保有しておりません。ただし、業務提携その他経営上
の合理的な必要性が認められ財務状況へ与えるリスクが許容できる範囲にあると認められる場合は、例外的に保有することがあります。なお、保
有した場合、保有の合理性については定期的に確認し縮減を検討いたします。また、政策保有株式の議決権行使については、議案の内容を精査
し、必要に応じて企業との対話を行い株主価値向上に資するものか否かを判断した上で、適切に行使いたします。

【原則１－７】　関連当事者間の取引

当社では、取締役、執行役員、監査役並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無について、毎年定期的に調査を実施しておりま
す。また、取締役及び執行役員の競業取引及び利益相反取引について、取締役会規則、執行役員規程及び取締役会付議基準において取締役
会への報告を義務付けるとともに、取締役会の決議事項としております。

【原則２－６】　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社の退職年金制度は確定拠出企業年金のため、企業年金の積立金の運用はなく、また、当社の財政状況への影響はありません。

【原則３－１】　情報開示の充実

　（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

経営戦略、経営計画については、招集通知（対処すべき課題）、決算説明資料（現況と今後の展望）等にて開示しております。 なお、経営理念に

ついて「理念」として明確に開示したものはございませんが、「安全で安心できる質の高いサービスの提供によりお客様の信頼に応えるとともに、
健全かつ適切な経営を通じて社会の発展に貢献すること」を企業行動憲章に定め、これに従った取締役・社員の行動規範を定めております。

　（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

　（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役及び監査役の報酬等については、社内規程等において決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決議による取締役及び監査
役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮の上、各役員の担当業務の内容、職責、期待される役割、今後
の事業展開を総合考慮の上決定するものとしており、取締役報酬については取締役作成の報酬案を取締役会にて検討し決定しております。ま
た、監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。なお、審議の透明性及び客観性を高めるため、社外取締役、経営者から独立性
のある非常勤取締役にて構成される報酬諮問委員会を設置しており、委員会にて行われた答申および監査役会の意見を参考に報酬決定を行っ
ております。

　（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社の取締役・監査役候補の指名に関しては、社内規程等において決定に関する方針を定めておりませんが、適切かつ迅速な意思決定と、適材
適所の観点より、総合的に検討しております。具体的には取締役の提案を、取締役会にて検討・決議しており、取締役会の構成・取締役の選任に
関しては下記の原則４-１１（１）の方針に従い検討を行っております。なお、審議の透明性及び客観性を高めるため、社外取締役、経営者から独立
性のある非常勤取締役にて構成される指名諮問委員会を設置しており、委員会にて行われた答申および監査役会の意見を参考に決定を行って
おります。また、監査役候補者の選任については監査役会の同意を条件としております。なお、解任提案については、会社法３３１条に定める欠格
事由と同等の事由が生じた場合、健康上の理由から職務の継続が困難となり回復の目途がたたない場合、故意・重過失により企業価値を著しく
毀損させた場合、下記の原則4-11記載の選任方針から著しく逸脱した場合、その他これらと同等の事象が認められる場合に、取締役会において
決定することとしております。

　（５）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

上記（４）を踏まえて選解任を検討しております。

【原則４－１（１） 】　取締役会の経営陣に対する委任の範囲と概要

当社では、「取締役会規則」に従い「取締役会付議基準」を定め、法令に準拠しつつ、子会社管理や決算に関する事項、出退店、資金調達に関す
る事項など、当社特性に応じた事項の検討・決定が取締役会で行われる体制を確保しております。また、職務権限規程にて役員の職責を定めると
もに、職務権限基準を定め取締役会の決裁が必要な事項について明確化を図っております。

【原則４－９】 　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社では、東京証券取引所が定める基準を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有する者であるこ
とを独立性の要件と考えており、かかる基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

【原則４－１１（１）】　 取締役会の多様性や規模に関する考え方、また取締役の選任に関する方針・手続き

当社では取締役会の構成について、会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している業務執行取締役と、高度な専門性を有し幅広い
視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役・非常勤取締役で構成することが必要であり、取締役会の多様性と適正人数につい
ては、会社の状況・社会状況に鑑み、随時検討していくことが必要と考えております。

取締役の選任に関しては、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備え、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野、出身業
務における実績と見識を有することなどに基づき選任するものとしており、社外取締役については原則４-９記載の独立性があることを前提に、企
業経営者として豊富な経験を有する者や企業戦略に関する深い学識を有する者、コンプライアンス等の内部統制に精通した専門家を適切なバラ
ンスで選任することを方針としております。なお、取締役の選任に当たっては前述の指名諮問委員会を開催し、取締役会にてその答申に基づいた
検討を行うことで、審議の透明性及び客観性を高めております。

【原則４－１１（２）】　社外役員の他社の兼任状況の公開

当社取締役・監査役は、当社以外の上場会社を兼任する場合は、自身の受託者責任を踏まえて合理的な範囲内とすることとしております。

取締役・監査役の他社との重要な兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて、毎年開示を
行っております。



【原則４－１１（３）】　取締役会の実効性の評価・分析とその結果の概要

当社では毎月開催の取締役会にて月次決算ならびにリスク管理状況を検証することに加え、四半期報告書等の決算書類を取締役会で検証・決
議し、各取締役の職務執行を確認する機会(自己評価含む）としております。また毎期、取締役会実効性評価アンケートを実施し、取締役会の運
営・構成・議題等について各取締役による評価を行い、非常勤取締役・社外取締役による分析・検討結果を取締役会に報告する体制としておりま
す。２０１８年度につきましては、２０１９年５月の取締役会にて分析結果を検証し、取締役会の実効性は十分に確保されていることを確認しており
ます。

【原則４－１４（２）】　取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社は、当社出身の新任取締役には社外研修を実施し、新任の社外取締役については既存の取締役による会社説明の会議を定期的に実施す
る方針としております。なお、各役員は必要に応じ随時外部研修会に参加できる体制としております。

【原則５－１】　株主との建設的な対話に関する方針

株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。

・株主・投資家を含む、全てのステークホルダーに対する公平かつタイムリーな情報開示を行い、社長自らによる直接のコミュニケーションを重視
する。

・総務・経理・財務・法務部門を統括する管理本部長をIR所管の取締役に指定するとともに、開示に係わる情報の確認・共有を取締役会の定例議
題とし、社長ほか各関連部門との有機的連携を図る。

・月次ベースでの売上開示、社長・IR担当による機関投資家への説明会・ミーティングを実施する。また、株主に対し懇談会、説明会を実施する。

・社長・管理本部長は、取締役会に株主との対話の状況を報告する。

・月次開催の定例取締役会にて、重要情報の確認を行い、各役員のインサイダー情報に係わる認識の共有を図る。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

杉野　公彦 19,896,300 20.89

管理信託（Ａ０２７）受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 11,682,500 12.26

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,324,700 8.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,137,700 8.54

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２ 2,544,890 2.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 2,444,300 2.57

ＪＰＭＣ ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＴＲＵＳＴ ＪＡＳＤＥＣ ＬＥＮＤＩＮＧ ＡＣＣＯＵＮＴ 1,878,500 1.97

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５ 1,351,500 1.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,161,500 1.22

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 1,016,096 1.07

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高
1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

綴木　公子 公認会計士

高口　綾子 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

綴木　公子 ○ ―――

公認会計士として財務知見が高く豊富な経験
を有しているところ、専門分野を含めた幅広い
経験・見識を当社の経営の意思決定に反映い
ただくためであります。また、当社の主要な取
引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に
多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会
計士・コンサルタントまたはそれらの近親者（二
親等）に該当せず、取引所規則により独立性の
説明が要請される者のいずれにもあたらないこ
とから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性
を監督いただくことができると考えたため、当社
の独立役員として指定しています。



高口　綾子 ○ ―――

社会保険労務士として豊富な専門知識および
経験を有しているところ、専門分野を含めた幅
広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反
映いただくためであります。また、当社の主要
な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以
外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護
士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親
者（二親等）に該当せず、取引所規則により独
立性の説明が要請される者のいずれにもあた
らないことから、公正・中立な立場で業務執行
の妥当性を監督いただくことができると考えた
ため、当社の独立役員として指定しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

指名諮問委員会および報酬諮問委員会は、経営者から独立性のある非常勤取締役と社外取締役にて構成し、監査役会の意見を聴取の上協議
を行い、取締役会に意見を述べる機関としております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では、内部監査部門として内部監査室ならびに営業支援室を設置しております。

監査役、内部監査室と会計監査人は監査計画の策定、監査結果の報告など、定期的な打ち合わせを含め、

必要に応じて随時情報交換を図り、相互の連携を高めております。

また、内部監査部門構成員と監査役はコンプライアンス・リスクマネジメントチームのメンバーを務めており、

週一回定期的に行われるコンプライアンス・リスクマネジメント会議にて積極的な意見交換を行っております。

常勤監査役は各監査部門の会合に出席することで、密接な連携関係を構築しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m



岩川　浩 税理士

奥田　純司 弁護士

後藤　知之 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

岩川　浩 ○ ―――

税理士として多数の会社経営に関与してきた
豊富な経験と税務および会計的見識から、公
正な立場で当社経営に対する適切な経営監督
ならびに助言が期待できるためであります。

また、当社の主要な取引先の業務執行者、当
社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受
け取っている弁護士・会計士・コンサルタントま
たはそれらの近親者（二親等）に該当せず、取
引所規則により独立性の説明が要請される者
のいずれにもあたらないことから、公正・中立な
立場で監査活動を実施いただくことができると
考えたため、当社の独立役員として指定してい
ます。

奥田　純司 ○ ―――

弁護士として企業経営に関する法令・判例に精
通しており、公正な立場から株主権利に十分配
慮した会社経営を担保するための助言ならび
に経営監督が期待できるためであります。

また、当社の主要な取引先の業務執行者、当
社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受
け取っている弁護士・会計士・コンサルタントま
たはそれらの近親者（二親等）に該当せず、取
引所規則により独立性の説明が要請される者
のいずれにもあたらないことから、公正・中立な
立場で監査活動を実施いただくことができると
考えたため、当社の独立役員として指定してい
ます。

後藤　知之 ○ ―――

公認会計士試験に合格し会計事務所での監査
業務を経験するなど、財務および会計に関する
相当程度の知見を有しており、公正な立場から
当社経営に対する適切な経営監督ならびに助
言が期待できるためであります。また、当社の
主要な取引先の業務執行者、当社から役員報
酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている
弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの
近親者（二親等）に該当せず、取引所規則によ
り独立性の説明が要請される者のいずれにも
あたらないことから、公正・中立な立場で監査
活動を実施いただくことができると考えたため、
当社の独立役員として指定しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項



社外取締役は、定例取締役会に参加するほか、非常勤取締役・監査役との定例会合を実施し意見交換を行うことで、取締役会による経営監視の
実効性の確保を図っております。また、社外監査役は、定例取締役会及び監査役会に参加し、それぞれの公正かつ専門的な見地からの積極的な
議論参加を得ております。 なお、当社は独立役員の資格を充たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上および企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、取締役（社外取締役を除く）に対して年額50百万円以内で
新株予約権を割り当てることができるストック・オプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上および企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として付与しております。

（取締役　2018年7月18日発行　従業員2017年10月6日発行）

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の年間報酬額　（39期）

・取締役　126百万円　 9名　（うち社外取締役 3百万円　2名）

・監査役　　12百万円　 3名　（うち社外監査役　12百万円　3名）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外役員に対し、各種開示情報等のタイムリーな伝達を行っております。

また、社外取締役に対し、常勤監査役、非常勤取締役による定期的な社内情報の共有を行っているほか、社外監査役に対し常勤監査役による定
期的な社内情報の伝達を実施しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

該当なし ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

該当なし



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ガバナンス機構に関する現状の体制の概要：

経営者から独立性のある非常勤取締役を中心とした横断的組織であるコンプライアンス・リスクマネジメントチームが取締役会への提言をはじめ、
代表取締役の業務執行を監視する体制としております。

同チームにおいては、定期的な会合が行われ、監査役会、内部監査室、営業支援室の代表者ならびに業務執行部門の部門長・担当者参加の
下、参加者による忌憚ない意見交換が行われることで、当社特性に合わせた業務執行監視ならびに業務改善の提言がなされております。

監査役の機能強化について：

監査役が、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握することができる体
制としております。また、業務執行者及び内部監査部門構成員が参加する上記会合に監査役が参加することで、監査役の機能強化を図っており
ます。

責任限定契約の内容の概要：

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

監査体制を充実させつつ、業務執行の有効性・効率性を高める組織作りを行うためであります。詳細は第一頁１.基本的な考え方をご参照くださ
い。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催の3週間前に招集通知を発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 株主が参加しやすい土曜日に開催しております。

その他 株主総会終了後の株主懇談会にて質疑応答の時間を充分に確保しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
年に1回、株主様と同伴者様に対し、東京地区会社説明会を実施しておりま

す。
あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとに年四回実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

月次ベースでの売上状況発表に加え、四半期ごとに決算説明会資料を

掲示しております。

その他開示情報は、証券取引所への開示と同時に掲示しております。

http://www.round1.co.jp/company/ir/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置 本社管理本部に設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンスポリシーにて全ステークホルダーから信頼される会社作りを行う旨宣言
し、

周知徹底に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

身体障害者の方々に身近にボウリングを楽しんでいただけるよう、投球用スロープを

設置するなどの取り組みを一部店舗で実施しているほか、身体障害者の方や福祉施設

の方を招待するなどの活動を実施しております。

また、小中学生を対象とした社会見学や職場体験を提供する地域キャリア教育支援活動
や、「子供110番」運動への加盟を行う一方で、津波などの大規模災害発生時の一時避難
場所として店舗施設を提供するなど、地域社会への貢献に努めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

コンプライアンスポリシーにて適時正確な財務報告の実現のための行動規範を定める

とともに、内部統制基本方針においても適正な財務報告の実現のための体制整備を

進める旨定めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの中核となるものであると位置づけております。

　内部統制システムの構築は、社内の情報を吸い上げ、末端に至るまで監視・改善していく組織の構築であり、

　かかる組織の構築により法令順守・リスク管理が徹底され、長期的安定成長と経営効率の向上が可能となる

　と考えるからであります。

　また、このような組織を構築することで財務諸表の信頼性が確保され、信頼性の高い情報を提供する

　ことが可能になると考えるからであります。

　当システムの構築については、PDCAを常に実行し、社内外の環境変化に対応しつつ改善を図ることで、

　当社に最適な組織の構築・強化を推進してまいります。

　なお、当社では、内部統制システムの構築を組織改善の好機であると捉えており、当該システムの構築・

　改善を通じて、より一層有効性・効率性が高い経営組織体制を確立して参る所存です。

【内部統制基本方針】

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制　

　　（１）取締役・社員等（全従業員をいう。以下同じ。）の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ企業の社会的責任を果たすため、

　　　 　代表取締役は繰り返し啓蒙活動を行う。

　　（２）「コンプライアンスポリシー」を定め、全取締役・社員への周知徹底を行う。

　　（３）横断的組織から成るコンプライアンス・リスクマネジメントチームを設置する。同チームは法令遵守体制の整備・運用状況を多角

　　　　 的に検討し、取締役会・代表取締役及び各部署へ改善の提案を行う。

　　（４）コンプライアンス・リスクマネジメントチームは社員のコンプライアンスに関する意識・内部統制に関する意識を高める活動を行

　　　　 う。

　　（５）社内外に内部者通報窓口を設置し、広く情報収集を図る。

　　（６）内部監査室は各部署の法令遵守の状況を監査する。

　　（７）適正な財務報告を提供するため、諸規則等に基づいた規程・マニュアル等を整備し、その周知徹底・遵守に努めるとともに、社

　　　　 内牽制制度を有効に機能させ、その適正を確保する。

　　（８）反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

２．取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制　

　　（１）取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定、取締役を決定者とする決定、その他職務の執行に関する重要な事項につい

　　　　 ては、各管理規程及び要領に従い文書にて記録する。

　　（２）上記文書は、「文書管理規程」に定めるところに従い一定期間保存し、監査役等の閲覧要求に迅速に対応できる状態を維持す

　　　 　る。

３．損失の危険の管理に対する規程その他の体制　

　　（１）リスクマネジメント基本規程を定め、コンプライアンス、環境、災害、サービス提供、情報管理等に係わるリスクについて、各部署

　　　　 で必要に応じたリスクの分析・対策の検討を行うとともに規則・ガイドラインを制定し、マニュアル配布、研修等を実施する。

　　（２）新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

　　（３）コンプライアンス・リスクマネジメントチームはリスク管理に対する総合的な検討を行う。具体的には、各部署及び取締役の上記

　　　　（１）（２）の活動をサポートする。

　　（４）店舗運営から独立した営業支援室を設置し、店舗運営におけるリスクの管理・改善指導を重点的に行う。　

　　（５）内部監査室はコンプライアンス・リスクマネジメントチーム並びに営業支援室と連携し、各部署の日常的なリスク管理の状況を監

　　　　 査する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　（１）事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、社員・取締役間の目標の共有化を進める。

　　（２）職務分掌規程に従い各組織体の業務範囲を明確化し、職務権限規程に従い責任の所在を明確化する。

　　（３）意思決定プロセスを明確化し意思決定の迅速化を図る。また、取締役数について効率的な業務執行を確保できる適正数とする

　　　 　ことで、機動的な取締役会の開催を確保する。

　　（４）適時正確な情報開示を行い、ステークホルダーの十分な理解を得ることに努める。　　

５．当該株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

　　　（１）関係会社管理規程を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付け

　　　　　 る。

　　　（２）連結決算対象会社の管理者等と、迅速な意思疎通ならびに正確な情報の授受を行うことのできる体制を構築し、適時正確な

　　　　　 情報の共有に努める。

　　　（３）海外子会社については、担当取締役が取締役会に財務報告、リスク管理状況の報告を含めた事業報告を定期的に行う体制

　　　　　　とする。

　ロ．子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制

　　　（１）リスクマネジメント基本規程において、当社グループ全体のリスク管理体制を策定し、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め

　　　　　 る等、リスクを網羅的・統括的に管理する体制の充実に努める。

　ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　（１）取締役会にて、当社グループ全体の事業計画を定め、子会社として達成すべき目標を明確化するとともに定期的な検討を行



　　　　　 う。

　　　（２）子会社の職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定に関しては、当社に準じた体制の構築を義務付ける。

　　　（３）子会社の取引・決済について、あらかじめ一定の基準を設ける。

　ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　　（１）当社グループの取締役・社員等に対し、職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ企業の社会的責任を果たすよう繰り返し

　　　　　 啓蒙活動を行う。

　　　（２）子会社に対し、当社に準じた「コンプライアンスポリシー」の策定及び周知徹底を義務付ける。

　　　（３）当社グループにおいては、会社の規模や業態等に応じて、適切なコンプライアンス推進担当者及びコンプライアンス委員会等

　　　　　 の設置を義務付け、かかる担当者間の連携を図ることで、当社グループ全体の法令遵守の徹底を図る。

　　　（４）子会社に対し、内部監査室による定期的な監査を実施する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項　

　　（１）監査役は、内部監査室の社員に必要な業務を委嘱することができる。

　　（２）監査役が要望した場合は、必要に応じ、監査業務に従事できる専門性を有する者を、監査に必要な期間配置する。

　　（３）監査役が要望した場合は、必要に応じ、監査役スタッフを配置する。

７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　（１）内部監査室の社員の人事異動・評価については、監査役会の意見を尊重する。

　　（２）監査役の補助の職務を行う社員の人事異動については、監査役会の同意を必要とする。

　　（３）監査役の補助の職務を行う社員は、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。

　　（４）６－（１）において監査役から業務の委嘱を受けた社員は、委嘱された業務に関し、取締役及び上長の指揮命令を受けない。

８．監査役への報告に関する体制　　

　　（１）当社グループの取締役・社員等又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し、又

　　　 　は発生する恐れがあるとき、当社グループの取締役・社員等による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報

　　　　 告すべきものと定めた事項が生じたときは、ただちに監査役に報告する。

　　（２）監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため主要な稟議書その他業務

　　　　 執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役・社員等に対して説明を求める。

　　（３）常勤監査役はコンプライアンス・リスクマネジメントチーム及び内部監査室の会合に出席し、積極的に提言・意見交換を行う。

　　（４）内部監査室は、内部監査実施状況、内部監査結果、その他の重要情報を監査役へ報告する。

　　（５）６－（１）において業務の委嘱を受けた内部監査室の社員は、速やかに監査役へ当該業務に関する報告を行う。

９．監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制　　

　　（１）監査役へ報告を行った当社グループの取締役・社員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止

　　　 　し、その旨を当社グループの取締役・社員等に周知徹底する。

10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処

　　 理に係る方針に関する事項

　　（１）監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職

　　　　 務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　（１）監査役は、代表取締役及び各取締役と定期的に意見を交換し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

　　（２）監査役は、顧問弁護士・会計監査人等各方面の専門家との連携を図り、監査業務に対する幅広い助言を受ける機会とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

【内部統制システムの整備状況】

　PDCAの実行により常時改善しておりますが、特記すべき改善は以下の通りです。

　

　1．効率的かつ有効な内部統制を構築する観点から、諸規程及び個別業務ルーチンの見直しを実施。

　2．監査室員及び営業支援室員の適正な人員を確保しスキルの向上に努めることで、監査リスクマネジメント体制を強化。　

　3．法令順守・内部統制体制を意識した業務遂行を確保するため、全管理職による内部統制構築の宣誓を実施。　

【現在進行中のもの】

　1．財務報告の適時性・正確性を確保するための内部統制システムのさらなる整備・強化　

　2．有効かつ効率的な内部統制体制を構築するための意思決定の仕組み及び個別業務ルーチンの改善・見直し

　3．店舗運営におけるリスク管理体制の強化・充実　

　４．海外子会社の管理に関する内部統制体制の強化・充実

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】

　企業の社会的使命として、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを

　基本方針としており、その旨「内部統制基本方針」に明文化しております。



【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

　上記基本方針を「コンプライアンスポリシー」における「取締役・社員行動規範」に定め、

　社内に宣言するとともに、全社員より反社会的勢力と決別する旨の誓約書を取得することで

　対応徹底に努めるほか、取引先との契約には暴排条項を順次挿入することで、関係排除

　を徹底しております。

　

　また、平素から警察や弁護士、企業防衛協議会などの外部専門機関と連携を深め、情報収集

　に努めるとともに、営業支援室員が常時店舗を巡回し、総務部と連携して情報収集・対応

　に当たることで、一切の関係を遮断する体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社の大株主の状況等から、現在のところ緊急性は高くないものと考えておりますが、引き続き対策を検討してまいる所存です。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

会社情報の適時開示に係る社内体制の状況

１　適時開示に関する基本的な考え方・取組み

　　当社は、経営の適法性、公正性の確保や透明性を向上させるため、情報管理体制の構築に努めることが上場会社の重要な社会的責任の

　一つであると認識しております。

　　そのため、当社の「コンプライアンスポリシー」にて、適法かつ誠実で透明な経営を行う旨を宣言するとともに、かかる理念の実現のため

　「適切かつ迅速な情報開示に努めること」を行動規範として定め、情報管理に関する意識向上に努めております。

　　　また同時に、開示情報の正確性・適時性を担保するためには、内部統制の整備が重要であると考えており、内部統制基本方針にて

　適時・正確な財務報告の提供を目的とした体制構築を行う旨定めております。

　　当社ではこれらの取組みを進めステークホルダーと高い信頼関係を築くことが、企業としての社会的責任の全うのみならず、経営効率・

　利益の向上の実現へとつながっていくものと考えております。

２　適時開示体制・手続きについて

　（１）開示の担当部署・責任者について

　　　・情報開示の担当部署　：　総務部

　　　・情報取扱責任者　　　：　管理本部長

　（２）開示の手続き

　　　内部情報管理規程に基づき下記体制が整備されております。

　　ア)　適時開示を必要とする重要事実は「重要事実一覧」として全社に開示される。

　　イ)　重要事実が発生したと思われるとき、職務上関係のある役員及び従業員は直ちに主管部門長ならびに情報取扱責任者に報告する。

　　　　情報取扱責任者は、重要事実の判定を社長ならびに主管部門長と協議の上行い、遅滞なく公表する。

　　ウ）　重要事実に関わる決定事項については、検討段階から取締役会への報告による事前の情報共有と対応検討が行われ、開示が必要な

　　　　決定事実と判定された場合、情報取扱責任者は遅滞なく公表する。

　（３）当社特性への配慮

　　 全国に多店舗展開する当社特性に応じ、店舗で発生した重要事実について、リスクマネジメント基本規程による下記緊急連絡体制を整備

　　しております。

　　ア)　店舗運営部署による通常の情報伝達経路を整備

　　イ)　上記に加え「営業支援室」による、独自の情報確認、伝達経路を整備

　（４）モニタリング

　　監査役、内部監査室による適時開示体制のモニタリングを定期的に実施しております。

３ 情報管理について

　　情報セキュリティ対策基準に基づき、重要情報の取扱者・取扱方法などについて、管理体制が詳細に定められており、所管部署による啓蒙活

　動が行われています。

　　また、役職員の当社株式の売買については、情報取扱責任者の事前許可が必要とされており、手続きの実施状況について総務部が定期的

　にモニタリング及び啓蒙活動を行う体制としております。
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